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※①～⑧は、毎年手続きをする必要があります。６．申請手続き

公
共
工
事
に
入
札
参
加
を

希
望
す
る
県
内
建
設
業
者

和 歌 山 県

各振興局
建設部

①決算変更届（持参・電子申請）

登録経営状況
分析機関

②経営状況分析申請
（指定された方法）

③経営状況分析結果通知書
（郵送） 経営状況分析

（Ｙ）

和 歌 山 県

各振興局
建設部

経営規模等

評価
（ＸＺＷ）

総合評定値
（Ｐ）

④審査申込
（往復はがき又はメール）

⑤審査日時指定
（返信はがき又はメール）

⑥事前審査書類提出（※）

⑦経営規模等評価申請総合評定値請
求（持参・電子申請）
※ 電子申請の場合には、県証紙を
郵送又は持参

⑧経営規模等評価結果通知書
総合評定値通知書（郵送）

国、地方公共
団体等

入札参加資格審査申請

本年度の
決算日

４ヶ月以内
に提出

１ヶ月～２週間

(審査完了後）
処理期間約１ヶ月

７

か

月

以

内

※ 審査当日の審査時間を短縮し、円滑に審査が進められるよう工事経歴書(写)、
技術職員名簿(写)、申請書表紙(写)の事前提出についてご協力をお願いします。

※ 国土交通大臣許可業者については、近畿地方整備局へ直接ご提出願います。

※①～⑧は、毎年手続きをする必要があります。６．申請手続き

公
共
工
事
に
入
札
参
加
を

希
望
す
る
県
内
建
設
業
者

和 歌 山 県

各振興局
建設部

登録経営状況
分析機関

②経営状況分析申請
（指定された方法）

③経営状況分析結果通知書
（郵送） 経営状況分析

（Ｙ）

和 歌 山 県

各振興局
建設部

経営規模等
評価
（ＸＺＷ）

④審査申込
（往復はがき又はメール）

⑤審査日時指定
（返信はがき又はメール）

⑥事前審査書類提出（※）

国、地方公共
団体等

入札参加資格審査申請

本年度の
決算日

４ヶ月以内
に提出

１ヶ月～２週間

(審査完了後）
処理期間約１ヶ月

７

か

月

以

内

※ 審査当日の審査時間を短縮し、円滑に審査が進められるよう工事経歴書(写)、
技術職員名簿(写)、申請書表紙(写)の事前提出についてご協力をお願いします。

※ 国土交通大臣許可業者については、近畿地方整備局へ直接ご提出願います。

６．申請手続き

公
共
工
事
に
入
札
参
加
を

希
望
す
る
県
内
建
設
業
者

和 歌 山 県

各振興局
建設部

①決算変更届

（電子又は紙媒体での申請）

登録経営状況
分析機関

②経営状況分析申請
（指定された方法）

③経営状況分析結果通知書
（郵送） 経営状況分析

（Ｙ）

和 歌 山 県

各振興局
建設部

経営規模等
評価
（ＸＺＷ）

総合評定値
（Ｐ）

④審査申込
（往復はがき又はメール）

⑤審査日時指定
（返信はがき又はメール）

⑥事前審査書類提出（※）

⑧経営規模等評価結果通知書
総合評定値通知書（郵送）

国、地方公共
団体等

入札参加資格審査申請

本年度の
決算日

４ヶ月以内
に提出

１ヶ月～２週間

(審査完了後）
処理期間約１ヶ月

７

か

月

以

内

※ 審査当日の審査時間を短縮し、円滑に審査が進められるよう工事経歴書(写)、
技術職員名簿(写)、申請書表紙(写)の事前提出についてご協力をお願いします。

※ 国土交通大臣許可業者については、近畿地方整備局へ直接ご提出願います。

⑦経営規模等評価申請総合評定値請求

（電子又は紙媒体での申請）
※ JCIPを使った電子申請の場合は、クレ
ジットカード若しくはPayPayによるオン
ライン納付又は県証紙による納付
※ 紙媒体での申請の場合は、県証紙によ
る納付
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７．建設業許可・経営事項審査電子申請システム（ＪＣＩＰ）を使った申請手続き

 
① 決算終了後、４か月以内に管轄の振興局建設部に「決算変更届」を提出してください。 

 なお、この際に建設業許可・経営事項審査電子申請システム（以下「ＪＣＩＰ」という）使

用の有無に関わらず、経営事項審査の申請について、ＪＣＩＰ使用の有無を任意に選択できま

す。 
② 経営状況分析申請書及び添付書類を登録経営状況機関へ提出し、経営状況分析を受けます。

 申請手続については、各分析機関へお問い合わせください。（登録経営状況分析機関は、 
19 ページの一覧表参照） 

③ 登録経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が交付されます。 
④ 往復葉書又はメールで管轄の振興局建設部に審査を申し込んでください。 

（申込期間：技術調査課ホームページに掲載します。） 
⑤ 振興局建設部から審査日時等を指定した返信はがき又はメールが届きます。 
⑥ 工事経歴書（写）、技術職員名簿（写）、申請書表紙（写）を事前提出してください。 

 効率的な審査のため審査日 3 日前までにご提出くださるようご協力願います。（郵送、ＦＡ

Ｘ、持参可） 
⑦ 経営規模等評価申請書など関係書類を指定された期日までにＪＣＩＰで作成・申請してく

ださい。（添付・提示書類は、11 ページの一覧表参照。ＰＤＦ化した添付・提示書類をＪＣＩ

Ｐへアップロードしてください。） 
⑧≪クレジットカード又は PayPay によりオンライン納付する場合≫ 
  和歌山県ホームページに掲載しているオンライン納付フォームから納付申請を行ってくだ

さい。 
≪県証紙により納付する場合≫ 

審査手数料に応じた県証紙を審査手数料証紙貼付書に貼り付けて各振興局建設部等の窓口

へ持参又は書留郵便等で郵送してください。 
※ 和歌山県の受付印を押した紙媒体の申請書控が必要な方は、審査手数料証紙貼付書と合

わせて必要額の切手を貼った返信用封筒を持参又は郵送してください。 
⑨ 振興局建設部から指定された審査時間には、できる限り記載内容（工事内容、職員の雇用状

況等）を説明できる方（行政書士に委任している場合には行政書士も可）が、事務所等で待機

してください。申請内容等について質問のお電話をする場合があります。 
⑩ 修正が必要な場合にはＪＣＩＰ上で指示を行いますので、対応をお願いします。 
⑪ 審査終了後（修正がある場合には修正完了後）、1 か月を目途に紙媒体の経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書を簡易書留で申請者あてに郵送します（時期は多少前後する場合

があります）。 
※ 通知書は大切に保管願います。万が一、紛失等された場合には管轄の振興局建設部にご相

談ください。） 
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  和歌山県では、経営事項審査の有効期間が切れ目なく継続するように、各申請者の決算期

（審査基準日）により申請月を下記のとおり定めています。

８．申請時期

※日程は予定であり、審査の実施状況等を踏まえ、変更する可能性があります。

９．審査手数料及び納付方法

  決算期（審査基準日） 経営規模等評価等申請月

１０月・１１月  翌年の２月、３月

１２月  翌年の４月、５月、６月

１月・２月  同年の７月

３月・４月  同年の８月、９月

５月・６月  同年の１０月

７月・８月  同年の１１月、１２月

９月  同年の１２月、翌年の１月

経営規模等評価申請・総合評定値請求手数料

○経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う場合
      8,500円＋（申請業種数×2,500円）

（例）8,500円 ＋（2 業種×2,500円）＝13,500円

○経営規模等評価申請のみを行う場合
      8,100円＋（申請業種数×2,300円）

（例）8,100円 ＋（2 業種×2,300円）＝12,700円

○総合評定値の請求のみを行う場合
        400円＋（申請業種数×　200円）

（例）　400円 ＋（2 業種×　200円）＝　 800円

納 付 額

納付方法

 審査手数料印紙（証紙）貼付書に貼付

　※和歌山県知事許可業者：県証紙
（参考　国土交通大臣許可業者：収入印紙）

10

  和歌山県では、経営事項審査の有効期間が切れ目なく継続するように、各申請者の決算期

（審査基準日）により申請月を下記のとおり定めています。

８．申請時期

※日程は予定であり、審査の実施状況等を踏まえ、変更する可能性があります。

９．審査手数料及び納付方法

  決算期（審査基準日） 経営規模等評価等申請月

１０月・１１月  翌年の２月、３月

１２月  翌年の４月、５月、６月

１月・２月  同年の７月

３月・４月  同年の８月、９月

５月・６月  同年の１０月

７月・８月  同年の１１月、１２月

９月  同年の１２月、翌年の１月

経営規模等評価申請・総合評定値請求手数料

○経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う場合
      8,500円＋（申請業種数×2,500円）

（例）8,500円 ＋（2 業種×2,500円）＝13,500円

○経営規模等評価申請のみを行う場合
      8,100円＋（申請業種数×2,300円）

（例）8,100円 ＋（2 業種×2,300円）＝12,700円

○総合評定値の請求のみを行う場合
        400円＋（申請業種数×　200円）

（例）　400円 ＋（2 業種×　200円）＝　 800円

納 付 額

納付方法

≪ＪＣＩＰを利用した電子申請の場合≫
クレジットカード若しくはPayPayによるオンライン納
付又は県証紙を審査手数料証紙貼付書に貼り付けて納
付

≪紙媒体での申請の場合≫
県証紙を審査手数料証紙貼付書に貼り付けて納付

経営規模等評価申請・総合評定値請求手数料

○経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う場合
      8,500円＋（申請業種数×2,500円）

（例）8,500円 ＋（2 業種×2,500円）＝13,500円

○経営規模等評価申請のみを行う場合
      8,100円＋（申請業種数×2,300円）

（例）8,100円 ＋（2 業種×2,300円）＝12,700円

○総合評定値の請求のみを行う場合
        400円＋（申請業種数×　200円）

（例）　400円 ＋（2 業種×　200円）＝　 800円

納 付 額

納付方法

≪ＪＣＩＰを使った電子申請の場合≫
クレジットカード若しくはPayPayによるオンライン納
付又は県証紙による納付

≪紙媒体での申請の場合≫
県証紙による納付
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※　ＪＣＩＰを用いた申請で控えの返却を希望しない場合には、ＪＣＩＰによる申請のみ
（２）申請書及び添付書類   

    ○記入については、技術調査課ホームページ（経営事項審査）の『申請書等記載例』

    　及び各種コード一覧をご覧ください。

    ○下表の順番で、Ａ４版の大きさで綴じてください。

正本 控

① (表紙) ○ 写

② (様式第二十五号の十四) ○ 写

③ (別紙一) ○ 写

③－２ (別記様式第１号) ※該当者のみ ○ 写

④ (様式第二号) ○ 写

⑤ (別紙三) ○ 写

⑥ （通知）様式第６号 ※該当者のみ ○ 写

⑦ （通知）様式第２号 ※該当者のみ ○ 写

⑧ (確認様式１) ※該当者のみ ○ 写

⑨ (別紙二) ○ 写

⑩ （別記様式第４号） ※該当者のみ ◯ 写

⑪ （別記様式第５号） ※該当者のみ ◯ 写

⑫ (別記様式第３号) ※該当者のみ ○ 写

⑬ ※該当者のみ ○

⑭ ○

⑮ ○

⑯ ※該当者のみ ○

技能者名簿

　　　 ２部　　

（１）提出部数

申請書・添付書類

経理処理の適正を確認した旨の書類

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
するために必要な措置を実施した旨の誓
約書及び情報共有に関する同意書

知事許可業者

委任状

審査手数料印紙(証紙)貼付書
※オンライン納付の場合は不要

経営状況分析結果通知書

建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

技術職員名簿

建設機械の保有状況一覧表　

その他の審査項目(社会性等)

工事経歴書

工事種類別完成工事高付表

工事種類別完成工事高

経営規模等評価申請書等

経営規模等評価申請書等

CPD単位を取得した技術者名簿（技術職員
名簿に記載のある者を除く）

１０．申請書及び添付･提示書類

正 本 　１部

控 え
　１部（正本のコピー可）
　※受付印を押してお返し
　　します。

※　ＪＣＩＰを用いた申請で控えの返却を希望しない場合には、ＪＣＩＰによる申請のみ
（２）申請書及び添付書類   

    ○記入については、技術調査課ホームページ（経営事項審査）の『申請書等記載例』

    　及び各種コード一覧をご覧ください。

    ○下表の順番で、Ａ４版の大きさで綴じてください。

正本 控

① (表紙) ○ 写

② (様式第二十五号の十四) ○ 写

③ (別紙一) ○ 写

③－２ (別記様式第１号) ※該当者のみ ○ 写

④ (様式第二号) ○ 写

⑤ (別紙三) ○ 写

⑥ （通知）様式第６号 ※該当者のみ ○ 写

⑦ （通知）様式第２号 ※該当者のみ ○ 写

⑧ (確認様式１) ※該当者のみ ○ 写

⑨ (別紙二) ○ 写

⑩ （別記様式第４号） ※該当者のみ ◯ 写

⑪ （別記様式第５号） ※該当者のみ ◯ 写

⑫ (別記様式第３号) ※該当者のみ ○ 写

⑬ ※該当者のみ ○

⑭ ○

⑮ ○

⑯ ※該当者のみ ○

技能者名簿

　　　 ２部　　

（１）提出部数

申請書・添付書類

経理処理の適正を確認した旨の書類

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
するために必要な措置を実施した旨の誓
約書及び情報共有に関する同意書

知事許可業者

委任状

審査手数料印紙(証紙)貼付書

経営状況分析結果通知書

建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

技術職員名簿

建設機械の保有状況一覧表　

その他の審査項目(社会性等)

工事経歴書

工事種類別完成工事高付表

工事種類別完成工事高

経営規模等評価申請書等

経営規模等評価申請書等

CPD単位を取得した技術者名簿（技術職員
名簿に記載のある者を除く）

１０．申請書及び添付･提示書類

正 本 　１部

控 え
　１部（正本のコピー可）
　※受付印を押してお返し
　　します。
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